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出産のノーマライゼ}ションと助産師 1)

一比較社会研究の視点から-

国間泰子

1 はじめに

最近、分娩にともなう妊婦の死亡や分娩取扱施設の不足が数多く報道さ

れている。朝日新聞・毎日新聞・読売新聞という全国紙において、 2008年

1 月 1 日から 12月 19日までの期間に最も掲載記事件数が多かったのは朝日

新聞で、 585件である 2)。その朝日新聞においても他紙においても、この

主題に関する記事が急増したのはごく近年で、たとえば2000年 1 月 1 日か

ら上記12月 19 日までのおよそ 9 年間の総件数の約半数が、最近 2 年間のも

ので占められている (r聞蔵 E ビジュアル J 朝日新聞社、 2008、『毎日

Newsノ t ック』毎日新聞社、 2008、『ヨミダス文書館』読売新聞社、 2008) 。

出産のための社会サービスのあり方をめぐるそれらの記事においては、

産科病院・診療所や産科医の不足と対策が多く語られてきた。しかし、そ

れとともに、助産所の存在や助産師による新しい活動の試み、たとえば病

院における「助産師外来」ゃ「院内助産所」の開設、地域の助産師との協

力などが数少ないながらも報道されている。記事には、地方版で地域の諸

事情を報道する内容がとりわけ多く見られ、この問題が人々の日常生活に

密着した危機として捉えられていることが推測される 3 )。

本論文は、出産のための社会サービスのあり方をめぐって生じている最

近の社会問題の解決に、助産師が果たす役割の重要性を認識する立場から、

この社会における助産師の社会的位置づけを問い直し、より良い社会サー

ビスのあり方を求めるものである。

この目的のために、 2 章では現代における助産師の不可視性について考

察し、社会関係という観点から問題にアプローチする必要性を論じる。 3

章と 4 章では、戦前および戦後日本社会において産婆/助産婦/助産師が

人々と社会的にどのような社会関係を形成し、またその関係が変化したか
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に着目する。この歴史的比較を行なう理由は、第一に助産師の社会的地位

が戦後の社会変化のなかで激変したことを確認するためである。第二には、

その過程において、助産という従来の職務に逆風を送るかにみえる「受胎

調節実地指導員」という仕事を助産婦たちが担った時代があったが、その

歴史的社会的意義を確認するためである。

最後に、 5 章ではその社会的関係性をまとめ、スウェーデンの助産師の

それと比較する。日本をスウェーデンと比較する理由は、周産期死亡率や

妊産婦死亡率といった出産に関わる重要な指標の数値が日本とスウェーデ

ンではほとんど同じであり、それにも関わらずその数値を産出する社会サ

ービスのシステムが全く異なっているからである。ほぼ同様の結果と、そ

れを支える全く異なった社会システムという興味深い比較対象がスウェー

デンなのである。

これらの歴史的および比較社会学的検討を通して、現代日本の助産師の

社会的位置の特徴を明らかにし、今後の調査研究と問題解決のための課題

を指摘したい。

2 誰が人の出生に立ち会っているのか

助産師とは、保健師助産師看護師法によれば「助産又は妊婦、じょく婦

若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子」である(昭和23年

7 月 30日法律第203号、最終改正平成18年 6 月 21 日法律第84号)。戦後まも

なくの1947年には、就業助産婦は67.238人おり、医療施設の内外で出生の

92.1%、 2，468.130人の誕生に立ち会っていた(厚生省大臣官房統計情報部

編 1976 : 132 ;厚生省編 1948 : 2656) 。およそ60年後の2006年末には、就

業している助産師は全国で、25.775人に減っており、それだけでなく出生へ

の立会いは3.8%、わずか41，499人 (2007年)となって、その存在ははるか

に見えにくくなっている(厚生労働省 2008a ; 2008b) 。

この変化を図にしたものが図 1 である。この図は、人口動態統計の「出

生の場所」における「自宅・その他J から「病院・診療所」への推移と酷

似しており、出産が自宅において助産婦により介助されるものから、病
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院・診療所において医師によって取り扱われるものへ推移したことを示し

ているように見える。
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図 1 出生立会者の推移 典拠人口動態統計』各年から田間作成。

1992 

しかし、実際にそうなのだろうか。現在 2 万人以上いる就業助産師の

86.5%は、出生の約98%が行なわれている病院・診療所に勤務している

(厚生労働省 2008b) 。したがって、彼女たちは、出生の多くに立ち会って

いるはずなのである 4)。しかし、「出生立会者」の統計から助産師の存在

はほとんど失われている。なぜ、彼女たちの存在は、あたかも出生の場に

存在しないかのように不可視となっているのだろうか。

実は、この統計と図が示すものは、日常生活世界の知において「出生立

会い」という言葉がわれわれに指し示す者の推移ではない。人口動態統計

における「出生立会者」とは、「出生証明書の様式等を定める省令J (昭和

27年11月 17 日法務省・厚生省令第1号)によって、出生届に付随しなけれ

ばならない出生証明書に出生証明を記入することが定められた者であり、

したがって、法によって人の出生を証明する権限を与えられた者のことで

ある。すなわち、この図が示すのは出産に立会う者の推移ではなく、新生

児を分娩の現場で取り上げた者のことでもなく、人の出生を証明する法的

権限をもっ者が出生の現場において助産師から医師に移っていったという

政治的な事実なのである。とすれば、先ず、出生証明の権限を与えられた
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者をただ「出生立会者」として表象する仕方に、人の出生をめぐる巧妙な

政治性が潜んでいると言わねばならない。

しかしながら、助産師は、医師とともに出生を証明する権限を与えられ

ている医療専門職である。それではなぜ、権限があり出産にも立ち会って

いるはずの助産師が、「出生立会者」の公的統計から消えていくのだろう

か。

問題は「出生立会者J という表象の仕方にあるだけではないのである。

出生証明書の記入すべき欄の枠外には、「作成者の順序は、この出生の立

会者が例えば医師・助産師ともに立ち会った場合には医師が書くように」

と「記入の注意」が書かれている。この「記入の注意」は枠外に小さく書

かれているが、単なる記入上の示唆ではなく、戸籍法という法的根拠をも

っている 5)。すなわち、第49条第3項に「医師、助産師又はその他の者が

出産に立ち会った場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従ってそ

のうちの 1 人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによって作成する

出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由

があるときは、この限りでない」とされている。

戸籍法は1871 (明治 4) 年に布告され翌年に実施されたいわゆる壬申戸

籍(明治4年太政官布告第170号)を塙矢とするが、この点について何も規

定はなかった。その後明治31年に民法とともに制定・施行された戸籍法

(明治31年法律第12号)においても、届出に関する規定はあるものの、そ

のような優先順位は規定されておらず、「分娩ニ立曾ヒタル墜師又ハ産婆」

は「同順位ノ届出義務者数人アルトキハ其中ノ一人ヨリ届出ヲ為スヲ以テ

足ル」とされていた(内閣官報局 1898 : 211) 。ところが、医師を優先す

る規定は、その次の戸籍法(大正 3 年法律第26号)に現代の規定とほぼ同

文の、「医師、産婆、其他ノ者カ分娩ニ立会ヒタルトキハ其旨及ヒ医師、

産婆、其他ノ者ノ順序ニ従ヒ其一人ノ氏名」を記載すべきとして登場する

(我妻編集代表 1995 : 226) 。明治31年と大正 3 年との聞に何が生じたのか

については今後の研究課題としなければならないが、法的にはこの時に、

現代の助産師立会いの不可視性の根拠が定められたのであるヘ

したがって、助産師が妊婦の傍にいて分娩経過を把握し、出生に立ち会
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っていたとしても、もしそこに医師もいれば「立会者」を医師としなけれ

ばならず、助産師の存在は統計に載らない。医師の存在を枠外の注意書き

によって助産師よりも優先させるという表象/代表のさせ方そのものに

も、政治性が潜んでいるのである。そして、出生証明書の枠外の「注意」

のような一見微細な形をとりつつ、法に裏付けられた人の出生をめぐる政

治が実践され、それは 1 つ 1 つの数値の全国的な蓄積となり、経年推移の

グラフとなって公的統計における圧倒的な医師の優位性と、そして助産師

の不可視性を歴史的に構築している。

他方、実際の分娩における助産師の立会いについては、先行研究によれ

ば、病床数300床以上で産科もしくは産婦人科を標梼する病院594施設のう

ち、「正常分娩介助実施職種」は「助産師のみ」が403施設 (67.8%) 、「助

産師・医師」が189施設 (3 l.8%) と大半を占め、「医師のみ」は1施設、

「助産師・看護師・准看護師」も 1施設となっている(江守他 2006 : 53) 7) 。

この調査と上述の人口動態統計のあり方から、推測できることは次の2点

である。第一に、病床数300以上という大規模の病院の場合、分娩は正常

であればその 3 分の 2 の施設において助産師のみによって行なわれること

になっているということ、第二に、それにもかかわらず、人口動態統計に

おける「出生立会者」の約96%が「医師」となっていることからして、そ

の事実は「出生立会者」の統計には反映されていないらしいことである 8 )。

公的統計は、彼女たちが出生の場にいたことを何一つ証明しない。

さらに、日本産婦人科医会が2005年におこなった調査によれば、分娩を

取り扱っている診療所1658施設のうち、常勤・非常勤・嘱託の助産師を 1

人も雇用していない診療所が18.8%あり、非常勤・嘱託の助産師を常勤の

0.5人分と換算した場合に助産師が0.5人から 1 人の診療所は24.2%であるこ

とが明らかになった。結果として、病院での分娩のうち4.0%の 14，048件、

診療所での分娩のうち30.3%に相当する 144，539件が、「助産師の充足率30%

未満の施設において行なわれていた」と報告されている(日本産婦人科医

会 2006 ;石渡 2008) 。この調査対象が取り扱った分娩数は、当該年

(2005年)の全国分娩数の93.2%に相当し、「ほぼ全国の産科における分娩

の実態を表している」と述べられているので(日本産婦人科医会前掲
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書: 6) 、江守他による大規模病院のみを対象とする調査よりも、全国的

には実態に近い。この調査から確かなことは、助産師が出生に立ち会って

いることが公的統計に表されないだけでなく、その不在さえも公的には表

されない事態が生じているということである。

図 1 が示すものは、このような政治的な事態である。分娩施設の不足や

病院・診療所における助産師の不足の問題もさることながら、人の出生証

明の権限が医師に代表され、出生の場における助産師の存在が表象におい

ても実際にも不可視、もしくは存在しなくなっており、その不在そのもの

さえ見えなくなっているのである。とすれば、助産師の社会的位置づけに

とって、女性たちが助産師の存在をどのように認知しているかということ

が、重大な問題となる。なぜなら、今や助産師という存在は、出産に関わ

る人々の社会関係の体験と記憶のなかにしか存在しえないからである。

助産師の不可視性については、大林道子がすでに指摘しており、出産が

「病院・診療所でするものとなり、助産婦が人々の視野から消えていった」

とされている(大林 2001 : 8) 。大出春江も同じく助産師の不可視性を指

摘し、その原因を「助産婦の数そのものの減少以上に、(中略)地域で開

業する助産婦がほとんど消失したためである」としている(大出 2003 : 

25) 。確かに、出産の場が自宅から病院・診療所に移行することによって、

人の誕生もそれを介助する助産婦/助産師の存在も人々から見えにくくな

ったことは否めない。しかし、分娩が病院・診療所で行なわれることが必

ずしも助産師の不可視性に帰結するわけではないことは、後で述べるスウ

ェーデンの例から明らかである。先取りして言えば、スウェーデンにおい

て分娩の99.9%は病院あるいはパース・センターという医療施設において行

なわれているが、日本と異なって助産師の存在はこの社会サービスにおい

て中心性を有している。したがって、日本における助産師たちの不可視性

は、病院・診療所での分娩の増加による必然的な帰結としてではなく、上

述の法による存在の権力的消去や、病院・診療所における実際の不在、そ

してその不在さえも不可視にする仕組みなど、社会的関係性によってもう

少し丹念に説明される必要がある 9 )。

これに関連する先行研究は、管見によれば、佐藤香代他が母親による認
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識度を調査した研究があるにとどまる。それによると、「助産婦」と他職

種の区別がついた者は60.2% (252人)だ、ったこと、その認識が「業務内容

の相違」によるものは27.4%にとどまっていると報告されている(佐藤香

代他 2002 : 26) 。これは助産師に対する認識についての貴重な調査である口

調査対象の過半に認識があったとしても、業務として、すなわち医療の場

における専門性において認識した割合が低いことは、本研究の立場から注

目すべきであろう。ただ、調査対象が四ヶ月健診に訪れた母親であり、調

査の重点はむしろニーズの掘り起こしにあって、助産師に対する認識が妊

娠・分娩の過程でどのような関係性にもとづき、いかに認識されていたか

など、本研究の目的に十分に対応するものではない。また、上述の日本産

婦人科医会の調査結果から推測されるように、この母親たち全員が妊娠・

分娩の際に、実際に助産師に出会ったことがあったのかどうかも考慮され

ねばならないだろう。よって、今後の課題は先行研究を参考にしつつ、本

研究の関心にもとづいた調査をデザインすることであるD この論文はその

ための準備的段階を論じるものと位置づけ、次章と次々章では、日本にお

ける産婆/助産婦/助産師が人々とどのような社会関係を形成し、それは

どのように変化したのかを考察する。

3 産婆/助産婦/助産師をめぐる社会関係の変化(1)

妊娠や出産は、単なる生理的なできごとではなく、女性本人だけに関わ

るできごとでもなく、家族や共同体の構成員に関わるできごとである。周

知のように、それらには多様な社会的意味が与えられ、儀礼が執り行われ、

タブーが設けられてきた。そして、女性がただ 1 人で自らの分娩に対処す

る場合もあるが、多くの記録は、身近な親族の女性や配偶者、近隣で介助

の巧みな女性や時には男性が、儀礼や分娩介助を通してそれらの社会関係

を作り上げてきたことを証言している(思師財団母子愛育会編 1975 ;大藤

1985 ;坪井他 1985 ;吉村 1985 ;鎌田他 1990 ;吉村 2008 ;西村 2002) 則。

助産の歴史は、助産師 (midwife) の原義が「女性と共にある者」である

ように、女性たちの出産の歴史とともにあったと言えるO
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しかし、近代以降の助産の歴史は、近代国家の歴史と切り離せない。日

本において、助産をする女性たち・男性たちはかつては「取上婆(トリア

ゲババ)J 1取上爺」のほか多様な名称で呼びならわされてきたが、 1868

(明治元)年に出された太政官布告第206号 (1産婆之者共責薬之世話又ハ

堕胎之取扱等J の取締り)において初めて国家により 1 つの職業名が与え

られ、 1874 (明治 7) 年文部省達「醤制」、 1899 (明治32) 年「産婆規則」

(勅令第345号。 1910年改正)において統ーされた(内閣官報局 1898 ; 

1974 ; 1984) 。ただその内実については、圏本恵吉 (1996) や大出 (2008)

が指摘するように各地で異なり、法的にも多様な背景の「産婆J を含んで

いた。

「産婆規則」において、産婆は「臨時救急」の場合を除いて「妊婦産婦

樗婦又ハ胎児生児ニ異常アリト認ムルトキ」の処置を禁じられ、「消毒ヲ

行ヒ隣帯ヲ切リ涜腸ヲ施スノ類」以外は「外科手術J、「産科器械を用ヒ薬

品ヲ投与シ又ハ之ガ指示ヲ為スコト」も禁じられた(第 7 条・第 8 条)。

大出 (2003 ; 2005 ; 2006) が指摘するように、この規定は正常産の取り扱

いを産婆の独占業務とするものではないため、産婆の業務を限定する役割

を果たすとともに、正常産と異常産の境界をめぐって医師と産婆の攻防が

生じたのであった。

産婆の数はその後増加し、さらに都市部では病院出産も増えた。ただ、

大出 (2008) にならい近代的助産学教育を受けた産婆を「近代産婆」と定

義すると、近代産婆ではない者が分娩を取り扱うことが無くなったわけで

はなく、産婆(近代産婆を含む)が市町村にいない場合もあったことがわ

かっている 11) 。

このように近代産婆がそうでない産婆と混在しつつ妊娠・分娩を取り扱

う状況においては、近代産婆の特徴がその衛生の知識・技術にあったとし

ても、妊娠・出産をめぐる人々の慣習を全て拒否して近代的助産に徹する

わけにはいかなかった。たとえば、産婆を「取上婆」と呼ぶ慣習が全国各

地で記録されているが、取上婆は赤子を胎内から取り上げるだけでなく、

その子どものさまざまな生育儀礼に参加することがあった。先行研究の多

くは、産後三週間後から五週間後に多く行なわれた「ウブヤアケ」、つま
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り産婦が産屋や納戸などから出て労働に復帰する際の儀礼に産婆が必ず招

待されたことを報告しており、そのほか産湯を使わせること、産後一週間

の「七夜」や初めての外出(家の周の神様等への挨拶回り)、名付け、孫

祝い、宮参り、食い初め、初めての誕生日に産婆は招待され、あるいは主

客として役割を果たしたとされている。また、 6 歳あるいは 7 歳までは必

ず年始や盆暮れに贈答を欠かさない、 7 歳で行なわれる「ひも解き祝」に

招待する、地域によっては10歳ぐらいまでのあいだ正月・節句の贈答を欠

かさないなど、乳幼児期を脱するまでの期間、産婆は親戚に比した関係性

を人々とのあいだにもっていた。さらには、一生涯「オジイ、オバア」と

呼んで「親類同様」に贈答をしたという記録もある(恩師財団母子愛育会

編前掲書)。鎌田他は、戦後になって失われたこれらの役割を「呪術者、

司祭者としての役割」、「生命力を与えるだけでなく、子どもの成長、健康、

幸福に一生を通じてかかわり守る」役割だ、ったと述べている(鎌田他前

掲書: 149) 。儀礼として産婆が行なう行為のなかには、新生児のケアなど

現在でも助産師の仕事の一部として続いているもののほか、生まれた子ど

もの縁者、この世界に子どもを取り上げた存在としての保護者的な役割が

含まれていたのである。

そのほか、産後 3 日、もしくは「七夜」まで泊り込んで世話をする、あ

るいは取り扱う家族が非常に裕福な場合には一ヶ月等の長期間の住み込み

もあり、貧困であれば料金を取らず、時には必要品を持参したりなど、母

子ケアに留まらない援助が行なわれでもいた。

さらに、その関わりは子どもが不要の場合にも及び、赤子を養子として

他家に斡旋することのほか、堕胎や出産直後の嬰児殺(間引き)を産婆に

依頼していたという報告もある(恩師財団母子愛育会編前掲書: 159-

172) 。堕胎・間引きについては、この聞き書きだけでなく、既に述べたよ

うに産婆に対して初めて公的に出された文書が堕胎等を取り締まる布告で

あったことからも、産婆が人々の希望によって新生児の出生を左右してい

た歴史が知られる。

その一方で、産婆を呼ばないで出産するケースも多くあったのではない

かと推測される。思師財団母子愛育会編(前掲書)には、難産でなければ
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産婆を呼ばなかったという報告があり、他の聞き書き等にも家族だけで産

んで出生証明のみを産婆に頼んだ例や難産なので産婆を呼んだ例が書かれ

ている(落合前掲書;田原 2008 ;吉村 2008 ; REBORN編 2008) 。また

産婆に頼む場合でも、先行研究によれば、産婆に診てもらう時期は現代の

ような妊娠二ヶ月という早期ではなく、胎動が感じられるようになってか

らの妊娠中期に多かった。鎌田他(前掲書)によれば、産婆に初めて診て

もらう時期は多くは五ヶ月め、時には七ヶ月めの戊の日の着帯だ、ったとあ

る。したがって、産婆による産前の母子のケアは、地域差や階層差も大き

く、また全体としてみれば現在よりもはるかに行なわれていなかったので

はないかと推測される。

ところで、妊婦の健診と保健指導は、法的には産婆名簿登録者の専任業

務として「妊婦産婦祷婦又ハ胎児生児ノ取扱J (第九条)があるのみで、

明確には規定されていなかった。しかし、妊婦健診は、健康保険制度

(大出 2005) や戦時体制下での厚生省による人口増加政策(中山 2001)

という背景もあって徐々に普及していったと考えられる。特に保健婦制度

(1937年法律第42号「保健所法」、 1941年厚生省令第36号「保健婦規則J)

や妊婦届出制(1942年厚生省令第35号「妊産婦手帳規定J) といった総戦

力体制下での妊産婦保護によって、促進されていった関係性ではないかと

推測される凶。

4 産婆/助産婦/助産師をめぐる社会関係の変化 (2)

戦後には、 GHQ公衆衛生局の医療改革とともに産婆資格の見直しが図

られ、昭和23年法律第203号「保健婦助産婦看護婦法」によって新たに国

家資格としての「助産婦J が誕生した。このとき、助産婦のあり方に大き

く影響したのは、第一に医師が分娩を支配する米国医療のあり方にもとづ

いた医療改革であった(大林 1989 ;天川他編 1996 ;中山前掲書)。特に

詳しい大林によれば、助産婦担当官であったエニード・マチソンは、当初

米国の助産婦を念頭において日本の助産婦を低く評価していたが、その後

理解は深まり、助産婦再教育と妊婦保健指導に特に功績があったとされて
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いる(大林前掲書: 132 -165) 。

しかし助産婦は、戦前の産婆の時代から産婆規則によって医療行為を大

きく制限されており、それらの制限は引き継がれた。すなわち、合法的業

務は先に述べたように「助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指

導を行うこと」となったのであるO また、戦前と同様にその助産は正常産

に限られ、正常産にあっても、王治医の指示があった場合と「臨時応急の

手当」、およびへその緒の切断など「助産師の業務に当然に付随する場合」

を除いて「診療機械の使用J I医薬品の授与J I医薬品について指示」が禁

じられた。

さらに、分娩の場所が助産所や自宅から病院・診療所に移行するにした

がい、 1960年代からは病院・診療所で、助産婦ではなく「産科看護婦」等

を養成して分娩の介助に当らせることも広まった。日本母性保護産婦人科

医会は、 1962年度から養成を開始したこと、 1999年度までの研修修了者は

30，l79人で修了時に助産婦資格をもたなかった者がそのうち30，l 73人であ

ること、これらの者に助産婦の業務を行なわせることは法律違反であるこ

とを指摘されたので「指導してまいりたい」ことを国会で答弁している

(日本母性保護産婦人科医会 2001) 問。しかし、この点については上述の

ように助産師が存在しない、あるいは不充足の診療所が存在するという事

実や、助産師不足への当面の対策として産科看護師に内診を行なわせるべ

きだという医師側の根強い要望がある(日本産科婦人科学会産婦人科医療

提供体制検討委員会 2007) 。したがって、正常産の助産にかかわる業務も、

医師と助産婦/助産師だけの独占業務になっていない実態があったと推測

されるが、このような状況が可能となった一因は助産婦/助産師の不在自

体が不可視とされてきたことにもあると言えよう。

第二に、保健指導については、上述したように戦前には分娩前の妊婦は

産婆や産科医とのあいだに現代のような医療的に密接な関係をもたない場

合が多かったと推測される。妊娠初期からの妊婦検診や妊婦保健指導がさ

らに普及していくのは、戦後のことである(保健婦助産婦看護婦法第37

条・第38条)。その過程で、助産婦は地域の母子健康センターや保健所に

おける母親学級、病院・診療所が母親学級を開設している場合にはその勤
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務先の学級、また自ら助産所を開業している場合は助産所、あるいは出張

においては妊婦の自宅で、産前産後に保健指導を行なうことになった。こ

の新しい保健指導という関係性を、助産所と病院・診療所の助産婦たちが

どれほど形成できたのかは、先行研究から明らかではない凶。

第三に、 1948年に起こった東京・寿産院事件も大きな社会的圧力になっ

て助産婦のあり方を変容させたことが大林道子によって指摘されている。

この事件は、いらない子どもを他家に斡旋するとして預かり、その子ども

たちの養育費や配給されるミルク等を着服し、結果として85人の子どもを

死なせたものである日)。東京地検では同年、類似事件を 12件受理した(大

林前掲書: 84) 。その後、東京助産婦会は第一に「産院経営の事業化反対」

を掲げるなどの自己規制を行ない、厚生省医務課は同年 3 月に「助産婦の

業務に関する贋告の取締に関する件J (厚生省令第 9 号)を制定して、助

産所の広告を場所・氏名・業務時間・収容設備の有無・知事による許可の

みに限定した。そして、同年 5 月には開業助産婦が中心となってその独立

性を主張してきた日本助産婦会が解散を決議し附、日本看護協会に統合さ

れるとともに助産婦の管轄行政は厚生省医務課看護課となった。助産所に

よる子どもの斡旋は、続けられた場合もあるが標梼されなくなり、明治元

年の堕胎・間引き取締りの場合と同様に、望まない子どもを妊娠し、出産

しなければならない人々との関係性は失われていったと言える。ある助産

婦は、戦後にはしばらくの問、子どもをいらない人の場合はその子を「誰

かもうて〔もらって〕くれるまで」出生届を待ったことや、中絶を希望す

る人に優生保護法上の資格をもたない「心安いお医者さん」を紹介してい

たことを証言しているが(田間 2002 : 235) 、そのような関係性がその後

どれほど続いたのか、また全国でどれほどの助産婦が行ない得たのかは不

明である。

助産所のかわりに、望まない妊娠をした女性たちとの関係性を急速に築

いたのは、産科医たちである。その背景には、戦後の人口政策の転換があ

った。「産めよ殖やせよ」という戦時体制の人口政策から一転して、日本

政府は 1948年の優生保護法制定を機に人口減少政策へと進んだ(田間

2006 ;荻野 2008) 。さらに、 1949年の優生保護法改正、 1952年の同法改正
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と矢継ぎ早に、産科医による人工妊娠中絶を合法とする条件が緩和され、

中絶件数は一挙に増加してゆく。図 2 は、出生数、死産数、および三ヶ月

未満の中絶手術数を仮妊娠数として合計し、その立会者・取扱者を医師と

助産師で分けたものである。中絶と出産を合わせて見れば、医師が出生立

会者として増加する以前に、既に中絶取り扱いというルートにおいて、膨

大な数の妊婦が医師の元を訪れはじめていたことが明らかである。加えて、

中絶の統計数には暗数がある。戦後における女性と産科医の関係性は健診

や分娩よりも中絶から始まったと言ってもよい。このなかには上述のよう

に助産婦による紹介も含まれるが、情報の多くは夫と友人・知人から得ら

れていたことが篠崎の調査で明らかになっている(篠崎 1958) 。
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典拠人口動態統計』各年と『優生保護統計報告』各年から田間作成

なお、戦後急速に進んだ出産の施設化については、既に述べたように妊

産婦と新生児・乳幼児死亡率の低下を目標としたGHQ公衆衛生局や厚生

省の方針等が指摘されている(大林前掲書: 265; 中山前掲書: 65) 。し

かし、筆者はそれだけでなく、その前段階があったと推測する。すなわち、

妊婦たちが中絶のために医師にかかるという行動パターンが社会的風潮と
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して確立されたことや、不妊手術(これは単独で行なわれることも、出産

や中絶の際に行なわれることもあった)、そして特に都市部では中絶のか

わりに行なわれた定期的な子宮内洗浄等(篠崎前掲書)が、女性とその

配偶者たちにとって、妊娠した場合に関係する医療従事者として、医師を

戦前よりはるかに身近な存在にしていったのではないか。妊娠の結末を産

む・産まないのどちらへも左右することのできる医療従事者として、医師

の存在が認識されていったのではないかと考える。ただし、そのままであ

れば、正常産は助産婦が、異常産と中絶・不妊手術は医師が取り扱うとい

う分業が確立される可能性もあったであろう。そうならず、正常産をも医

師が主に取り扱うことになった直接的要因は、先行研究が指摘するとおり

であると考える。

そのような時代性のなかで、産みたくない女性たち、そして少数派である

不妊で悩む女性たちとの社会関係を新たに築いたのが、 1952年に優生保護

法改正と時を同じくして法制化された受胎調節実地指導員たちであった問。

この社会関係を第四とする。これを上記の産みたくない女性との関係性と

分けて論じる理由は、第一に法的に助産婦だけでなく保健婦と看護婦にも

開かれた資格であったこと、第二には産みたくない場合だけでなく産みた

い場合も含めて、妊娠のコントロール自体に関わるものであったこと、そ

して第三にこの指導対象は妊婦と祷婦に限らず、男性さえも含むことであ

る。すなわち、受胎調節実地指導員にとって可能な社会関係は、さまざま

な側面において、助産婦たちが保健婦助産婦看護婦法によって規定された

枠を大きく超えていたのである。これを助産婦の立場からみれば、彼女た

ちは受胎調節実地指導員になることによって、法的に規定された業務の枠

を大きく超える権限を得ることができたと言える。

リプロダクテイヴ・ライツという概念が国際的に用いられている現代か

らすれば、受胎調節実地指導員の業務はまさに、生涯にわたって自らのリ

プロダクテイヴ・ライツを守る力を女性たちのなかに育くむものである。

しかし、 1950年代前半にあっては、指導員資格の法制化も予算化も、母体

保護だけでなく戦後過剰人口対策という位置づけによって全国的に推進さ

れたのであったし、これまで分娩と新生児ケアを中心業務としてきた助産
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婦たちにとっては自分たちの首をしめる仕事、したくないがしなければな

らない「国策」として受け止められることも多かった(永沢 2000 : 36) 。

荻野(前掲書)も引用しているが、地域によっては、受胎調節実地指導を

する助産婦を「村八分」にする助産婦会もあったという(橋本 1969 : 142) 。

田聞によるインタピューにおいても、指導を熱心に行なった助産婦は嫌味

を言われたりすることがあり、また年配の助産婦が指導を嫌がって若手に

させたこともあったようである(回問 2008 : 15) 。その一方で、自ら指導

員としては積極的に活動していなくても、地域の人々がコンドームを買い

に助産所を訪れていたケースもある(田間 2002 : 227) 。これは、産むこ

とだけでなく、産まないことにおいても助産婦が取上婆や産婆の時代から

の人々との関係性を築き続けた例である。

ところで、受胎調節実地指導員になった者の大半は、助産婦であった。

大阪府助産婦会が1957年に行なったらしい会員アンケート調査によると、

「助産婦が受胎調節を指導するのをどう思いますか」という質問に対して、

「どしどしやるべきだ」と回答した者は1960人のうち243人(12.4%)、「ょ

いと思う」が679人 (34.6%) と半数近い。しかし同時に過半数は、「どち

らでもよい、関心をもたぬ」が437人 (22.3%) 、「気がす、まぬが仕方ない」

が549人 (28.0%) 、「強く反対する」が52人 (2.7%) であった(田間

2008 : 23) 0 1957年は既に大企業における家族計画運動が開始されており、

雑誌等においても家族計画や産児調節が喧伝されていた時代である。元指

導員たちへのインタビュー調査では、人々から指導や避妊用具配布・あっ

せんへのニーズ、が非常に高かったことが語られている(田間 2006 ; 2008) 。

そのような状況のなかで、大阪府という大都市部では助産婦の半数がその

意義を見出せずにいたことになる。

当時の指導には他の限界もあった。当時、組織的な指導には行政による

保健所を通した指導と民間企業・農業協同組合等の団体を通した指導とが

存在したが、その対象は既婚女性が中心であった。さらに、財政的裏づけ

が過剰人口対策と労務管理を目的とする行政と企業主導の運動であったた

めに、高度経済成長を成し遂げて労働力不足が問題視されるようになり、

人々のあいだに一定の避妊知識が普及してしまうと、裏づけを失った運動
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は忘れ去られていったのであった。現在、受胎調節実地指導は母体保護法

の規定にもとづいた国家資格となっており、病院・診療所における産後指

導、地域における性教育、保健所による訪問指導等を通して行なわれてい

るが、実際の担い手は必ずしも有資格者ではなく、また指導員として都道

府県知事に資格申請せずに活動する者も含まれていることが先行調査によ

って指摘されている(宮崎他 2003 ;山崎他 2007) 。

5 出産のノーマライゼーションに向けてースウェーデン

との比較から

以上から、産婆/助産婦/助産師が形成してきた社会関係の変化をまと

めると、表1 となる。戦前については、法的な規定のほか、聞き書き等で

記録があるかどうかを根拠にしている。

この表から第一に確認すべきことは、(1) ~ (4) にあるとおり、産

婆/助産婦/助産師は一貫して妊婦・樗婦と新生児のケアを行なっている

という事実である。この業務は助産師の専門職としての中核である。しか

し、述べてきたように自宅での分娩が大きく減少し、病院・診療所で分娩

が行なわれるようになった過程で、助産師を活用している一部の医療機関

を除き、その存在が不可視化されている。そして、現在、日本の妊婦の

99%はこの不可視化された状況下で、妊娠・分娩を経験しているのであるO

助産師をめぐる問題は、まずこの点から考えられなければならないだろう。

第二に、受胎調節実地指導員は、助産師と非常に異なるパターンの社会

関係を形成したという点である。つまり(1) ~ (4) には一切関わらない

が、 (5) ~ (7) および (9) という、産みたいが産めない、もしくは産み

たくない場合のケアを広く行なった。しかし、実はこれらは (5) (6) を

除いて、戦前から産婆が関わってきたという聞き書きの存在する関係性で

あり、かっ戦後に失われた関係性を補うものでもある。
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表 1 産婆/助産婦/助産師の社会関係の変化

戦 後 (受胎調節 特に現在
戦前

実地指導員) (病院・診療所)(助産所)

新生児 妊婦・
(1)分娩の介助 。 。 ﾗ 。(不可視化)

(2)祷婦のケア 。 。 ﾗ 。(不可視化)

のケ 樗婦 (3)新生児のケア 。 。 ﾗ 。(不可視化)

ア- (4)妊娠中の母子の
ム 。 ﾗ O(不可視化)

ケア

非娠性妊女
(5)避妊を含む性教 ﾗ ム O(新婚学級、 ム

育的かかわり・ 5 、 60年代は

家族計画指導 独身の被雇用

者。思春期外
f¥ 

来、性教育)
の
ケ (6)不妊で悩む女性 ﾗ ﾗ 。 ム
ア

へのケア

(7)家族への援助 。 O(両親 O(夫への性 O(両親学級、

(生活全 学級、新 教育) 新生児訪問)

般) 生児訪問)

(8)呪術的拡大家族的関係 。 ﾗ ﾗ ﾗ 

場合 妊娠 (9)堕胎の斡旋
x (聞き O(既婚女性 ﾗ 

? 

書き) 中心)

産望出をなま (10)望まない子ども 。 x (聞き書 ﾗ ﾗ 

の斡旋 き・事件)

(ll)望まない子ども ﾗ x (聞き ﾗ ﾗ 

し E の堕胎・殺人 (聞き書 書き・事

き) 件)

これらの関係性は、産婆規則等によって業務として非合法とされてその

まま戦後に継承されたものである。しかしここで注意したいのは、そもそ

も産婆の業務が子どもを産ませることに特化したのは、明治以降の近代国

家の人口政策に従ってであり、実地指導員の存在はそれもまた、産ませな
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いことを政策の主眼においた戦後の人口政策に従って創設されたものだと

いうことである。そして、その存在のしかたが女性たちのニーズと合って

いなかったために、業務外でありながら聞き書きで証言される関係性が発

生していたのである。戦前の国策によって禁じられ、また戦後の国策によ

って受胎調節実地指導員に割り当てられたこれらの関係性、しかも女性た

ちのニーズ、がどの時代にも存在する関係性を、現在、法的には助産師の業

務外であるからという理由で考慮から外すことはできないと私は考える。

この点については、女性の人生にとっての重要性を考慮して、あとでもう

一度立ち返り考えたい。

また、 (5) (6) の助産所・病院・診療所での欄に「ム」を付けているが、

これは法的には助産師の業務ではなく、また必ずしも資格を指定されてい

ない者が行なっている場合があるため、ここではムで記している(宮崎文

子他前掲書、および山崎由美子他前掲書問。したがって、この点からも、

受胎調節実地指導員は助産婦/助産師が業務から外されてきた関係性を補

っていること治宝明らかである。

さらに、上で言及したが、受胎調節実地指導員の指導対象は、産婆の時

代から課せられ続けている対象の限定に比較して、非妊娠女性や男性を含

み、非常に広い社会関係を形成することができる。つまりは、それだけ戦

後の過剰人口対策が急を要するものであり、社会的ニーズ、も大きかったと

いうことであろう。その指導員の存在が、高度経済成長以降の人口政策の

流れのために希薄になってしまったこと、そして助産婦/助産師である

人々のなかでも重要性が十分には認識されなかったことは、助産師の今後

の役割を考える際に留意すべきことである。

第三に、他に戦前に産婆が有していた社会関係のなかで、戦後に助産師

が失っていったものは (8) 、つまり民俗学で伝えられる「取上婆」的関係、

拡大家族的な関係である。また、 (7) 家族への援助も、行なわれるときに

は生活全般的であったものが、「両親学級」など妊娠・分娩に限られたも

のになっていったと考えられる。呪術的側面は、助産師が宗教者でなく医

療専門職である限りは失うべき関係性である。また、拡大家族的な関係性

も、家族が全般に核家族化して非血縁者のみならず血縁者も家族関係から
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排除されている現在では、それを助産師に期待することは困難と考えられ

る。

しかし、それらに含まれていた実質的な援助が、現代では妊婦・祷婦と

新生児に対する保健指導のみに限定され、しかも「学級」ゃ「訪問J とい

う特別な機会が設定されなければ得られない点に注意したい。この点でも、

助産師の業務は、法的に非常に限定されたものになっており、そのために

社会関係も極小化していると言わざるをえない。

第四に、 (9) (10) (11) の子どもを産みたくない場合や産んだ子を育て

られない場合については、戦前には非合法な場合であっても産婆が世話を

したという聞き書きがあり、戦後まもなくにも類似の聞き書きや事件を見

つけることができる。 (11) の堕胎と殺人は明らかに非合法であるとして

も、女性がそのような場合に相談に行く相手としての産婆/助産婦/助産

師は、常に必要とされてきたと言える。この点についても、人々のニーズ、

がある限り、助産師が果たすべき役割があるのかどうか、ないのであれば

他にどのような社会的サービスが存在すべきなのかが考慮されなければな

らないだろう。

さて、これらの関係性をスウェーデンの助産師のそれと比較することに

よって、さらに考察を進める。

スウェーデンは、初めに述べたように日本とほぼ同水準の妊産婦死亡率

と新生児死亡率、周産期死亡率を達成している国である。また、助産師は

開業権をもっているが、自宅もしくは開業助産所における分娩は非常に少

なく、 0.1%である。ほぼ100%の分娩は病院の産科部門で行なわれ、一部

の都市では近年、院内パース・センターで行なわれている (Waldenstrりm

Ulla et al. 1997 ; Statistics Sweden 2008) 則。すなわち、分娩は日本より

施設化しており、それだけでなく病院化していると言える。しかし、それ

を可能にしている社会的サービスのあり方は日本と非常に大きく異なって

いる。

スウェーデンでは、妊婦健診と分娩、および新生児ケアは公的セクター

のサービスに属している。したがって、費用の個人負担はなく、助産師の

ほとんどは公的セクターの被雇用者である 20)。妊婦は全国に608箇所ある
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「母親保護センターJ (Mりdrahäsovårdcentraler) で健診を受ける (2006

年の数値)。これは、平均しておおよそ人口15，000人に一箇所の割合で設

置されている。分娩は、パースプランとして希望する病院を事前に決めて

おくことが推奨されているが、 100%希望通りになるとは限らない。助産

師は2006年に6，580人おり、対人口10万人では約73人である (Statistics

Sweden 前掲書から算出)。日本で最多の新潟県でも 31人 (2004年)に達

しないことを考えると、全国で非常に高い数値で助産師が公的に配置され

ていると言える。

助産師の職場は母親保護センターと病院の産科部門に分かれており、前

者は妊婦健診や避妊指導等、後者は分娩介助を中心に行なう。また、助産

師は必ずチームを組んでケアに当っている。このシステムでは、妊産婦に

対して同一の助産師が一貫して経過を見守るということは不可能である。

その欠点を補っているのが、全国で完全にオンライン化された医療データ

ベースである。

母親保護センターでは、スーパーバイザーとして医師はいるが医師が毎

日現場で監督業務を行なっているわけではなく、助産師は日常業務を独立

して行ない、毎日詳細な報告を記録することが義務となっている。病院に

おいても同様に医師はスーパーバイザーであり、助産師の要請があった場

合には妊婦を診なければならない。しかし、助産師の取り扱いが認められ

ている範囲の分娩については関与せず、分娩の多数は助産師のみの介助に

よって行なわれる 21) 。

これらを、先に述べた日本の戦後の場合とともに表にまとめたものが、

表 2 である制。

日本とスウェーデンが異なる点は、第一に、 (1) 妊娠中の母子のケアで

ある。スウェーデンでは妊娠中に緊急事態が生じて病院に搬送された場合

を除き、ほほ100%の妊婦が助産師によってケアされる。助産師は、医師

による健診や心理カウンセラーとの面談もアレンジし、分娩までの数ヶ月

間の流れを取り仕切るという点で統制権をもち、サービスの中心に存在し

ている。考えてみれば、出産において分娩は一時のことであるが、妊婦は

妊娠が分かつてから分娩まで、の数ヶ月以上、日常生活を過ごす。スウェー
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デンでは、この長い期間をほぼ100%の妊婦が助産師中心のケアによって

過ごすことから、妊娠は何よりもまず助産師という存在と結びつくのであ

って、妊婦健診からもっぱら医師にかかる日本とは非常に異なった社会関

係を、助産師とのあいだに形成する。

表 2 助産師はいつ人々と出会うか:社会関係の形成の機会

日本
スウェーデン

(助産所) (病院・診療所)

新児生 妊婦
(1)妊娠中の母子の 。(妊婦のほぼ 。(妊婦 O(医師中心の

ケア 100%助産師から) の 2 %) ため不可視化)

のケ 棒婦 (2)分娩の介助 。(下記助産師 。 O(不可視化)

ア- の権限参照)

(3)祷婦のケア 。 。 O(不可視化)

(4)新生児のケア 。 。 (2 %) 

(5)非妊娠女性へのケア O(性教育、避 ム(本来は受胎調節実地

(避妊を含む) 妊ピルの処方、 指導員の業務)

1 U D 挿入)

(6)家族への援助 。 。 O(不可視化)

(7)堕胎の斡旋 。 ﾗ ﾗ 

(2)のつづき:助産師の権限 超音波診断、会 超音波診断、酸素吸入

スウェーデンの項目は全 陰切開・縫合、骨 多胎分娩、胎盤用手剥離

て医師の現場での立会い 盤位分娩、多胎 (緊急時)

ではない監督下。下線は、 分娩、酸素吸入、 陣痛促進剤、子宮収縮在

医師の監督下。太字は医 子宮収縮剤筋注・ 筋注、止血剤

師の指示下(緊急時の約 静注、薬の処方、

束処方)。他は助産師の判 新生児蘇生術、

断によって可能。 吸引分娩、鉛子

分娩、胎盤用手

剥離、分娩誘発、

局部麻酔、輸血
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第二に、 (2) 分娩の介助においても、スウェーデンと日本は非常に異な

っている。スウェーデンの助産師は世界ーといわれるほど広範な医療的権

限を有しているお)。また、この広い権限によって、スウェーデンでは助産

師が取り扱う分娩の割合は増え、分娩に際して医師に一度も会わずに終わ

る場合が多い。他方、非常に権限を制限されている日本の場合には助産師

による取り扱いはますます減ることになる。

第三に、(1)と (2) において形成される助産師中心の関係性は、しかし

もう一点において、日本と異なっている。それは、スウェーデンでは助産

師が母親保護センターでも病院でもチームを組んでいるために、助産師個

人と妊婦の個人的な強い関係は形成されにくく、専門職のチームとしての

助産師たちと妊婦という関係性が形成されることである。スウェーデンで

は、日本の助産所のような助産師との親密で一貫した社会関係は望めない

が、病院・診療所での不可視性もありえない。

第四に、 (5) においてもスウェーデンの助産師が、日本の助産師と受胎

調節実地指導員にさえ禁じられている大きな権限をもっていることが挙げ

られる。この権限が重要であるのは、それが妊婦や樗婦ではない広い範囲

の女性たちとの関係形成を可能にするからである。この少子化の時代にあ

って、女性の一生のあいだにどれほどの期間妊娠し出産しているかという

ことを考えてみると、女性は妊娠と出産の時期よりも圧倒的に長い期間の

日常生活を生きるのである。もし助産師との関わりが単に妊娠中と分娩時、

新生児ケアの期間のみであったなら、たとえそれらが人生にとって重要で

あろうとも関係性には限界がある。そうではなく、妊娠・分娩の直接的ケ

アを超えた広い権限をもつことによって、スウェーデンの助産師は女性の

一生に関わる関係性を形成することができる。これは、日本においては、

かつて、産婆が禁じられ、しかし女性たちのニーズによって隠れて行なっ

ていた「望まない妊娠・出産へのサービス」に通じており、現代において

はリプロダクテイヴ・ライツを保障するものと位置づけられる。正常な妊

娠と分娩が、女性の生涯にわたるリプロダクテイヴ・ヘルスを基盤にして

こそ可能であることを考えるならば、業務を正常な妊娠と分娩の直接的ケ

アのみと位置づけられている日本の助産師は、基盤なく不可能なことを要
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請されていると言わざるをえない。

このように考えてみると、スウェーデンと日本における社会的な関係性

の相違は、単に法的な権限の問題ではなく、具体的に女性の人生において

どのように「女性と共にいる」かという点での違いである。スウェーデン

では、助産師が分娩にかかわる関係性の中心にいるが、それだけでなく妊

娠期間の数ヶ月の関係性の中心にも存在し、さらには非妊娠女性の生涯に

わたってリプロダクテイヴ・ヘルスに関わる問題の中心にも、医療専門職

の可視的なカテゴリーとして存在しているのである。もちろん、そのよう

な関係性は毎日の買い物や職場で形成されるような日常性をもってはいな

いが、日本の開業助産師や病院・診療所の助産師よりはるかに女性の生

活/人生に近いところに位置していると言うことはできる。

さらに、これは表 2 から導かれることではないが、配偶者のかかわり方

も重要な意味をもっている。スウェーデンでは健診や分娩に配偶者を伴う

ことが通常であるため、社会関係は助産師と妊婦とだけでなく、助産師と

配偶者である男性とのあいだにも形成される。したがって、助産師は、も

はや女性とともにある者であるだけでなく、子どもを持とうとする夫婦と

ともにもあるとも言える。

以上のようなスウェーデンの助産師の関係性は、日本の場合と社会関係

を形成する広さやその中心性が違うと言えるが、実はそれが社会や、そし

て女性自身における「出産」にもたらす意味は、よりいっそう大きな違い

を含んでいる。それは、助産師の医療専門職としての特異な位置づけにと

もなうものである。すなわち、助産師が取り扱うのは病気ではなく、異常

でもなく、「正常産」だという位置づけである (WHO 1996 ;ワーグナー

2002) 。

「正常産」を取り扱うべき助産師が妊娠・出産とリプロダクテイヴ・ヘ

ルスに関わる社会関係の中心に存在するということは、妊娠・出産の社会

的意味が正常性につなぎとめられていること、女性たちの日常の生活に深

く埋め込まれて体験されるということである。この点に、医師が分娩を取

り扱うことと助産師が取り扱うことの、社会学的な意味における決定的な

違いがある。助産師は、女性の身体において、そして人生において妊娠と
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出産が生じること自体の正常性を保証しているのである。

もちろん、助産師の専門性の中心は佐藤香代が指摘するように、また上

述したように正常産の介助にあるべきであろう(佐藤 2000 : 27) 。しかし、

その正常性が現実の社会でどのように保障されうるかということを考える

ならば、「正常性」を医学的な意味のみにおいて捉えることは不可能であ

り、社会文化的、そして政治経済的な視点から正常性を考察する必要があ

るのである (Waldenst凶m 2007) 。

この正常性は、スウェーデンにおいては他のシステムによっても強化さ

れている。男女労働者に保障された出産・育児にかかわる社会保障制度に

よって、妊娠すること・産むこと・育てることがライフ・コースの望まな

い断絶や大きな変更を伴わずに経験されうる。子どもを妊娠し産み育てる

ことは、それだけで十分に大きな人生の事件であるが、それを支える社会

的基盤が、親となる人間のそれまでの生活の続くことを保障している。特

に重要なことは、この保障が妊婦となって医療サービスを受ける女性だけ

でなく、助産師や医師の労働条件をも保障していること、産む人も介助も

しくは医療的に介入する人も同じように日常生活を営むなかで労働し、子

どもを産み育てるということである。日本では、産科医療の危機の一因と

して助産師や女性医師の出産・育児による退職が挙げられているが(下敷

領他前掲書;加納他前掲書;中井 2007) 、スウェーデンではそういう事

態は起こらない24) 。

「正常産」を取り扱う助産師の社会的位置は、そのように広く社会制度

によって支えられた、妊娠・出産のいわば社会的な正常性によって裏付け

られて初めて、人々の日常生活の一部として関係性を形成することになる

のではないだろうか。これを「出産のノーマライゼーション」と表現した

し瓦。

ノーマライゼーションとは、社会的弱者として排除される人々が存在す

る場合に、社会のあり方を変革することによって包摂し、共に暮らせる社

会を築こうとすることである。妊娠・出産は、病気ではなく女性の正常な

生理的過程だと言われているにも関わらず、日本では労働市場において女

性を排除・差別する理由であり続けてきたし、助産師と女性医師の労働条



98 出産のノーマライゼーションと助産師

件の悪化を引き起こしている。さらに、本論文が明らかにしてきたように

助産師の業務が法的に極度に限定されることによって、さらにはそれと価

値観を共有する社会関係が構築されることによって、その正常性を保障す

る助産師は不在さえも不可視な存在となり、妊娠・出産は医療化、否、よ

り的確に言うならば「異常化」されているのである。

本論文は、産婆/助産婦/助産師の役割の歴史的変化を追い、スウェー

デンのそれと比較することによって、助産師の社会的役割のあり方を問い

直し、それが妊娠・出産の社会的正常性に根ざした関係でなければならな

いことを論じた。今後の課題は、その要素として列挙した関係性について

史実を明らかにしていくとともに、現代の状況とその問題点を調査し、助

産師の存在を可視化する可能性を探ることである。特に、助産師の存在の

可視化が出産のノーマライゼーションと不即不離であるという点について

は、さらに論証を重ねたい。

[註】

1 )法律においては、 1899年「産婆規則J (明治32年勅令第345号)によって法

的に統一名称が与えられ、 1948年から2002年 2 月までの名称、は「保健婦助

産婦看護婦法J (昭和23年法律第203号)により「助産婦」、同年 3 月以降

は改正された「保健師助産師看護師法J (平成13年法律第153号)の施行に

より「助産師」となった。男性助産師を認めない立場から「助産婦」とい

う名称、を使用し続けようと主張する立場もある。本論文で、は法律に従って

年代により「産婆J [""助産婦」または「助産師J と記述し、引用文献を参

照する場合にはその文献に従う。

2) [""産科」で検索した記事から、産科医療の危機的状況、それに関連するテ

ーマに言及した記事を抽出した件数である。

3 )たとえば2008年の朝日新聞記事は、以下のとおり。奈良全県地方版12月 14

日朝刊32面、福島中部会津地方版2008年11月 26日朝刊35面、横浜地方版11

月 13 日朝刊31面、千葉県地方版10月 25 日朝刊29面、全国版10月 24日朝刊 18

面、奈良全県地方版10月 15日朝刊31面、神奈川県地方版10月 2 日朝刊31面、

京都府地方版10月 1 日朝刊29面、長野東北信州地方版 6 月 6 日朝刊27面、

岩手全県地方版 5 月 17 日朝刊27面、埼玉県地方版 3 月 2 日朝刊35面、京都

府市内版 1 月 30 日朝刊22面、大分全県地方版 1 月 12 日朝刊31面など。

4 )相次ぐ産科の閉鎖によって、分娩取扱のない他の科に看護師として勤務せ
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ざるを得ない病院・診療所勤務の助産師も含まれる。坂梨・安川 (2007)

によると、「看護師不足の大きい地域j で 130%をこえる助産師が潜在化

している」と報告されている。他に下敷領須美子他 (2005) : 73、加納尚

美他 (2006) : 214。

5 )昭和22年12月 22 日法律第224号「戸籍法」、最終改正は平成19年 5 月 11 日法

律第35号 (http://law.e-gov.go.jpo 2008年12月 22 日アクセス)。なお、この

統計は「出生届」にともなう統計値であるから死産を含んでおらず、した

がって全ての分娩もしくは出産における立会人の統計でもない。

6 )医師と産婆が人の出生を届出る義務については、医制 (1文部省より東京

京都大阪府へ達」明治 7 年 8 月 18 日)第49条に、「産科警は生児の男女死

生及び年月日を記して墜務取締に出すべし(中略) (当分)内外科を論ぜ

ず総て産婦を取扱ふ者は皆本僚に準ず」とある。これが第50条以降に規定

される産婆にも適用されるとすれば両者の義務を規定した条文となる。し

かし、第49条までは全て医師に関する条文なので、この条が産婆にも適用

されるかどうかは非常に暖昧に感じられる。あるいはこの「第三 醤師J

という部(第37条~第53条)に産婆が含まれているため、産婆も一種、医

師に近い存在として位置づけられていた可能性もある(内務省衛生局

1925 : 69) 。

なお中山によれば、厚生省公衆衛生課保健局母子衛生係の係長級だ、った

瀬木三雄が、 GHQ人口動態調査課長のレオナード. V.フェルプスととも

に作成した厚生省令「出生証明書に関する件J により、翌年 1 月 1 日から

出生届に出生証明書の添付が義務付けられたとのことである(中山

2001 : 54) 。

7 )有効回答の594施設は、送付総数855の69.5%に相当する(同書: 53) 。

8 )大規模病院では中小規模の病院や診療所よりも正常分娩の割合が低いこと

が、帝王切開率の相違(厚生労働省の人口動態統計による)などから予測

されるが、同調査では実際に分娩の何%を助産師のみで取り扱っているか

は不明である。また、回答のなかった病院での取り扱いの傾向が回答施設

と同様と推測する根拠はない。病院と診療所の分娩取り扱いが全体に占め

る割合は、ほぽ同じである。従って、この 13 分の 2J は以上の未確定情

報を留保したうえでの推測である。

9 )より具体的には、病院・診療所が助産師の存在を広告することや、制服・

名札等で存在をアピールするなどの方法が考えられる。この点については、

内藤恵美子さんから御教示いただいた。河合 (2007) : 43 も参照。

10) 本人・親族と「女医」の役割については新村 (1996) 、園本 (1996) 、およ

び勝浦 (2008) 参照。なお、杉立 (2002) は貴族の出産における父親の役
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割等、現代とのかかわりで重要と考えられる事実が略されている。

11) 近代産婆については特に落合 (1990) 、西川 (1997) 。恩師財団母子愛育会

編(前掲書)、西村(前掲書)、吉村 (2008) 、大阪毎日新聞社社曾事業団

編(1936) 等聞き書きには、近代教育を受けない産婆と近代産婆が共存し

ていた様子が記述されている。新旧産婆の割合の変化については、厚生省

医務局編 (1976) 0 1932 (昭和7) 年の医師・産婆がいない市町村の割合と

都市部での病院出産の増加については、大出 (2003 ; 2005 ; 2006) 。東京

とともに産婆による組織的活動が活発であった大阪市で、市が社会事業と

して始めた市立産院での出産が全市での出産の10%をカバーできるため産

婆会として危機意識をもっているという、大阪市産婆曾会長山本柳の講演

記録がある(青木 1935 : 242) 。

12) 母子保健の全国での具体的な展開は、それより以前の1934年に，恩師財団母

子愛育会の設立と 1936年の「愛育村」事業開始を重要な契機とすると考え

られる(河合 2003 ;吉長 2006) 。愛育会は、 1941年に人口政策確立要綱

が閣議決定されたあとは、総戦力体制のもと、保健婦制度とともに農山漁

村での妊産婦保護に一層遁進することになった。届出率や検診率と、その

必要性がたとえば女性雑誌等でどのように普及せられたかについては、今

後の研究課題である。戦前の保健婦制度については、赤木 (1943) 、大園

(1973) 。この点については、戦前の妊婦健診率等の実態を今後さらに調査

する必要がある。

13) 1949年日本母性保護医協会として設立、 1994年から同上名、 2001年から日

本産婦人科医会。

14) この点については、中山(前掲書)などを参考にしながら、戦後の保健所

や病院・診療所等による母親教室の開設などを詳しく調べることが今後の

課題として残される。新生児のケアについては、松岡悦子が1960年代以降

に病院・診療所での分娩が多数派となる過程で医師による「新生児の発見」

があったこと、それがさらに発展して1970年代には「新生児が周産期医療

の中心的存在J になっていったことを指摘している(松岡 2000 : 24) 。

15) 死亡させた子ども数は、大林によれば85人であるが、連日の新聞報道によ

ると当初 1169人」とされ、後日 1103人」、また死亡診断書・埋葬許可書

下附数・主犯石川の台帳の数値が74 ・ 84 ・ 69と食い違っていることも報道

されている(朝日新聞1948年 1 月 17 日 2 面、 1 月 19 日 2 面、 1 月 22 日 2 面、

毎日新聞同年1月 18 日 2面)。

16) 1955年、日本看護協会助産婦会は独立して日本助産婦会を設立した。

17) 受胎調節指導自体は、 1949年の改正時に優生結婚相談所の機能として加え

られた。しかし目的が明確に優生結婚のためと位置づけられていたことか
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ら、母体保護や人口対策を前面に打ち出し全国的に予算化していく 1952年

以降と、人口政策として幾分異なると判断する。

18) 現在、受胎調節実地指導員の資格は、法によって定められた講習を受け都

道府県知事に申請し指定されることによって発効する。助産師学校のカリ

キュラムに組み込まれている場合には卒業生は講習を免除される。

19) 自宅出産とパース・センターでの出産に対する関心やリスク評価について

は、 イ也にHildingsson、 I. et aL 2003、 Lindgren, H. et aL 2006、 Lindgren, 

H.E. et aL 2008カまある。

20) 都市部に存在する私的医療機関においては、公的医療機関と同じ基礎的サ

ーピスは公費によって負担され、それ以外のエクストラ・サービスは私費

となる。

21) 分娩過程での自然性・自発性を尊重しようとするスウェーデンにおいても、

近年は帝王切開率など医師が介入する分娩が増加している。帝王切開率等

の推移については、 Statistics Sweden (前掲書)。直面する助産師の対応

についてBerg and Dahlberg 20010 帝王切開の増加の要因分析について

Hildingsson et aL 2002。

22) 阿部 (2008) 、 http://www.caretheworld.com/accessed 9/3/2008、および

日隈ふみ子先生の御教示による。

23) 出産の医療化を問題視する立場からすれば、助産師のこのような「医師化J

とも見える権限の拡大は必ずしも好ましいとは思われないであろう。これ

は国土の大半が過疎地であるというスウェーデンの国土的な限界のなか

で、近代国家としての人口政策により妊産婦と子どもの死亡率を下げるた

めに発達した制度である (Romlind 1997 ; H句berg 2004) 。

24) このことは、スウェーデンの女性が現状に満足しているという意味ではな

い。たとえば担当助産師の一貫性と妊産婦の満足度との関連について

Waldenstr� 1998。より総合的なニーズについてはHildingsson and 

Thomas 2007。また、スウェーデンでWHOが定義する「正常産」がなに

ごともなく多数行なわれているわけではない (Berglund A. and G. 

Lindmark 2000) 。
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